
教育基本法「改正」法案反対に関するアピール 
 
私たち恵泉女学園大学に集う者たちは、目下国会で審議されている教育基

本法「改正」法案に反対します。 
恵泉女学園の創立者河井道先生は、一人一人の子どもたちが自分の中に潜

んでいる能力を自由に行使できる自由な教育をめざして教育に励み、教育

基本法の制定に際しては教育刷新委員会の委員として尽力されました。 
後に続く私たち恵泉女学園大学に働く者たちは、この創立者の精神を大切

にして教育に当たってきましたが、今回の「改正」案が教育基本法の根幹

にかかわる重要な精神をゆがめるものであることを、心から憂いています。 
 
特に、「改正」法案では、「道徳心」「公共心」「愛国心」を規定し、子ども

たちの内心の自由を規制しようとしています。心の問題を法律で押しつけ

ることは思想・信条の自由を侵すものです。 
また、「改正」案第 16 条を読みますと、さまざまな規定が法律化され、
国家による教育の管理が一層強まることが懸念されます。教育の独立性こ

そは、自由な教育が実現するために必要不可欠なものです。 
河井先生は、日本国憲法が保障している思想・信条の自由と教育基本法が

保障している教育の自由とは、車の両輪の役割をもつものであることを力

説されました。 
 
以上のような理由から、私たちは教育基本法｢改正｣法案に反対します。 
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